皆さん、こんにちは。

一年で最も心地よい季節になりました。少し肌寒いときもあり、身も心も引き締まる思いがします。

さて、先日、ある事業承継セミナーに参加してきました。事業を後継者に円滑にバトンタッチするには、どのようにしたらいいのかという内容の研修会でした。今のところ事業そのものはとても好調なのに後継者がいないために廃業せざるを得ない、もったいない事例の会社（特に中小・零細企業）が多いそうです。そのように休廃業する企業の約3分の１は、平均利益率を上回る業績をあげているとのことです。

　親族などの後継者候補がいる場合
1 　企業の将来の展望や指針
2 　自社の株価の評価算定　…　株価とともに相続財産の全体を把握（相続税の試算）
3 　先代所有の株式の承継方法　…　生前贈与や事業承継税制の活用（税金対策含む）
4 　先代の勇退　…　会長や顧問職への移行、退職金の支給

　後継者候補がいない場合
1 　企業の将来の展望や指針
2 　親族以外（役員・従業員）の承継検討　…　株式の買取り、借入保証の問題　
3 　第三者への売却　…　事業引継ぎ支援センターの利用
4 　同業他社への事業譲渡


後継者の選定及び育成は、早目に着手されることを強くお勧めします。特に、お子さんがいる場合は、小さい頃から将来を見据えておかないと、そのときになって（成人してから）「どうするのか？」といきなり切り出しても、心の準備、必要な知識の習得、職務経験、人生設計等いろんな面で、手遅れだと思われます。

日本の中小企業がさらに活躍発して、特に地方の地域発展に貢献してくれることを期待します。





皆様こんにちは。
梅雨があけて盛夏の季節が到来しました。熱中症に気を付けて、お体にご自愛ください。

　さて、税務の世界でも、いよいよ消費税率の引き上げの時期が、本年の10月1日からと間近に迫っています。今回は8％から10％に単純に引き上げられるだけでなく、飲食料品等については８％という「軽減税率制度」が導入されます。

　「うちは、飲食料品とか売ってないから関係ない。」と思ってないでしょうか？
確かに売上げについては10％へ切り替えすればよいだけですが、経費については如何でしょうか？　コンビニで従業員用お茶菓子と事業用の文具を一緒に購入した際には、8％と10％という異なる税率の商品が混在します。この場合には、請求書や領収書に基づき、税率ごとに区分して帳簿等に記載しなければなりません。

　さらに、4年後の令和5年10月1日からは、「適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制度）」が導入され、一定の要件を満たした請求書（インボイス）を発行しなければならなくなります。日本型の消費税制度が、海外の付加価値税制度にどんどん近づいているような感じを受けます。（個人的な感想ですが、本来あるべき姿かなと思っています。）

　以上のように、事業者やその経理担当者または実務家等は、何かしらの事務手続きや対応が必要に迫られてきます。そこで、先ずは軽減税率制度について基本的なことを理解するために、国税庁から公表されている参考資料を読むことをお勧めします。基本的な概要については「良くわかる消費税　軽減税率制度」を、詳細まで知りたい場合には「消費税の軽減税率制度に関するＱ＆Ａ」をお勧めします。

また、事業者だけでなく、一消費者として、買い物される場合においても知っておかなければならない事柄です。是非、この機会に一読して勉強して頂きたいと思います。










新年明けましておめでとうございます。

暖冬と言われていましたが、最近は寒い日が続いております。
これから、個人の方の確定申告の手続きに向かって、寒さに負けないよう頑張っていきたいと思います。

ところで、「租税教室」というのをご存知でしょうか？　主として小学校や中学校に税理士などが出向いて、生徒に対して税金の必要性や使い道について、基本的な内容の講義を行います。外部講師、ゲストティーチャーといったところでしょうか？
私も、税理士会の租税教室の推進委員のメンバーに入っており、毎年2～3校の小学校で１時間弱くらいの講義をおこなっています。

生徒に向かって対話形式で授業を進めていきますが、まあ！子どもの何と純粋で健気なこと！　外部講師に対する好奇心と真剣な眼差しで、こちらが投げかける問いに一生懸命に考えて発言してくれます。授業が終わった後は、授業中に質問できなかったことを尋ねてきたり、他にいろんな雑談をしたり、充実した楽しいひと時を過ごさせて頂いております。

税金とは、社会のため、子どもたちの未来のためと言えば、キレイごとと思われるかもしれませんが、全く違うということは決してありません！
税金に関して文句だけを言っている大人でも、必ずやその恩恵を受けているはずです。子どもたちが将来に対して不安ではなく希望を持てる社会を築き、良い環境を残してあげるのは、大人の責任だと思います。

　租税教室で出会った子どもたちが、将来希望に満ちて社会に巣立っていくことをそっと願いながら、名残惜しく学校をあとにしました。











皆様こんにちは。
毎年のように各地に災害をもたらす梅雨もようやく明けたようです。しかし、今後も急な大雨には気を付けていきたいものです。

　さて、私ごとですが、もう１年以上前から、就寝前の読書を趣味というか１日の細やかな楽しみにしております。というのも、床についてから本を読むと、暫くして大変な眠気が襲って来てスムーズに入眠できるので、「これはいい！」と思い始めたのがきっかけです。

本のジャンルは特に限定せず、書店で立ち読みして興味が湧いたものを購入するようにしています。読むスピードは大変遅く、多く読んでも１日20ページほどです。時には、１ぺージも読み進まないうちに寝落ちしてしまうことがあります。

　本を選ぶポイントは、「少し難しくて少し面白い」です。あまり難しいと頭が冴えてくるし、推理小説のように次の展開が気になっても眠れなくなってしまうので避けるようにしています。

そのうち、今まで読んでいなかったジャンルまで手を伸ばすようになってきました。例えば、最近読んだのは、ノーベル文学賞作家の川端康成さんの「雪国」です。日本人でありながら、今までこの有名な文学作品を全て通して読んでいなかったことを恥ずかしく思いました。しかし、その読後感は、作者が何を伝えたかったのか良く理解できなかったというのが本音です。後書きや寸評を読んで、ようやく「そういうことだったのか」と納得できる程度です。

　しかし、小説を読んで感じることは、作家の考え方（生きざま）や当時の世相に触れることが出来る素晴らしさです。現実世界では、出会える人物は、ごく限られた狭い範囲の人たちです。しかも、そのほとんどが表面的なコミュニケーションで終わってしまうのが実情ではないでしょうか。それと比べると、小説は、人間の内面を実に深く掘り下げてその心情をあらわにしていて、その登場人物と目の前で対峙しているかのような別世界に一時的に浸ることができるのです。これこそ、まさに読書の醍醐味ではなかろうかと思います。

[bookmark: _GoBack]　皆さんも、就寝前の読書の陶酔をお勧めします。ただし、視力の低下を招かないようにご注意ください。
